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令和2年1月17日

岡山帝消費生活センター

蕃蕃彊蕪露澱∵舘錦織藷博親閲蜂萄樺雑轄

‾三信 　　　　　　　　　　　　　　托 　　　　　　　　　　　　　　三㌧i撲三三：笥 

ネット通販で、まつ毛美容液を �　　i ∴∴∴∴∴∴評 　を撥1－1 

購入した。1回昌はお試し価格で 
安かった。使い始めて10日ほど 
経つと目の周りが腫れてきた 
ので皮膚科を受診したところ、 
アレルギーと診断された。
2回目の商品が届いたので解約の �　軍こ＿＿　要 事再」 �電 算 �藩鱗※ 355日 �議 纂 �！ り抜粋 

連絡をすると、1回目のお試し価格 

綴敬蜜 

と通常値格との差額約1万円を支払 
うよう言われた。（60歳代　女性） 

※（独）国民生活センター　見守り新鮮情報 

㊥「まつ毛美容液」を使用して、まぶたなど、肌に赤み、かゆみ、痛 

妹　腫れなどの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、す 
ぐに使用を中止し、症状にようては皮膚科や眼科を受診しましょう。 
その際、商品を持参するとよいでしょう。 

㊥ネット通販の場合、1回だけのつもりで購入したものの定期購入と 

なっていて、トラブルが生じているケースも多ぐ轟ります。購入の条 
件等詳細をよく確認することが大切です。 

㊥困ったときは、早めに消費生活ゼンダ寸こご相談ぐださい（消費者 

ホットライン188）。 
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岡山市消費生活センター 
電　話 �（086）803－1109 

相談日 �月　曜　～　金　曜 

時　間 �9時～16時 
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岡　山　県　消　費　生　活　セ　ン　タ　ー 

電　話 �（086）226－0999 

相談日 �火　曜　～　日　曜 

時　間 �9時～16時30分　　」 
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令和2年2月17日〉 馨麗驚擬翁の彊鰯 一驚攫毒謙聾讃謹 ／「「‾＼一二ゝ �岡山市消費生活センター 

霧彊観醗酵弼匿借観鰯離礁評牒 �番馨轡彊籍鰭鑑馨茅 

輝鞄塾 
‾三宿 家電量販店を名乗り、「あなたのキャッシュカ－ドが使われている」 

と電話があった。その後、預金保険機構 

霊能讃藤　懸＿＿讃 ���宅登 ∴∴∴「∴一 一三≡昔日 
するので、預金保険機構の人が　　き カードを取りに行く」と言われ、　寿 �亨三≡≡‥＼ � � 

二二二；十十十一： �醗繋酷 　手 　書 
50万円引き出されていた。　　　　　　子、鞠蔦　〆美へ 

（80歳代　女性）　　　　　　　　　※（独）国民生活センター見守り新鮮情報雛56号より抜粋 

㊥家電量販店や百貨店などが、直接顧客に対して「店頭で窃なたのカー 

ドが別の人に使われている」などと電話をすることはありません。こ 
のような電話があったらすぐに切りましょう。 

㊨警察や公的機関、金融機関の職員等が、電話で暗証番号を聞ぐこと 

や、カードを預かりに行ぐことは転りません。絶対に他人にキヤツ 
シュガード等を渡したり、暗証番号を教えたりしないようにしましょ 
つ。 

㊥少しでも憧しいと思ったら、すぐに最寄りの警察や消費生活ゼシター 

にご相談ぐださい。（消費者ホットライン188）。 
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岡山市消費生活センター 
電　話 �（086）803－1109 

相談日 �月　曜　～　金　曜 

時　間 �9時～16時　＿＿＿＿」 
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岡　山　県　消　費　生　活　セ　ン　タ　＝ 

電　話 �（086）226－0999 

相談日 �火　曜　～　日　曜 

時　間 �9時～16時30分 
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繭山南消頭生活センター
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聞岡山市消費生活センターへ寄せられた相談「／ハ＼＼ 

醇例1垣スマートフォンに、覚えがない業者　　＼饗蕩ノ、＼遜人／七・÷ 
からマスク50枚を代引き12，000円で　　　　“饗繋瀾 

∴∴∴：∴∴「：∴：∴∴　∴∴÷＋．三三∴ミ∴ 
の影響だろうか。対処方法は0（50歳代女性）議議綴覇謬 

∴」∴∴　∴曇士　∴∵十∴ 

臣事例2崖「市から依頼を受けて、水道管の　　　　　　嚢轢墾 

「∴∴∴∴∴∴∴∴－∴∴∴三二二∴「 

肇弼軸糊糊酬蹴弼醐鞘唖 
㊥心当たりのない不審な送信元からメール籍が届いた場合、メール 
に記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。 
メールを返信しだり、URLにアクセスすると、フィッシングサイト 
に誘導され、スマートフォンに不正なアプリがインストールされた 
り、個人情報を取得されたりする可能性があります。 

㊨市では事例のような水道管の検査で個人のお宅を訪関することは 
ありません。 
また、他都市では「新型コロナウイルスが水道管についている」 
などと言って、除去費用を要求されたという不審電話の事例も報告 
されています。新型コロナウイルスに便乗した詐欺や悪質商法にご 
注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 

抄出語憩軽患い崖思∋罷武　田朱曹謄諜蕪、 
萌蕃軍消藁豊満軽第第事岩音相談集霹蓮航 

‾画面n両市消費生活センタ＝‾‾‾‾‾‾‾ 

電話 �（086）803－1109 
件ゴ∴5火 　口 �月　曜・一　金　曜 

時　間 �9時～16時 

岡　山　県消費生活　セ　ン　タ　ー 
電　話 �（086）226－0999 

相談日 �火　曜　′～　日　曜 

時　間 �9時～16時30分 


